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＜都市公園条例上の定義＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市公園（135ヶ所）  

指定公園（６ヶ所） 

有料公園施設 
(指定施設) 
（10施設） 

指定管理者に管理を行わせる公園 

多治見運動公園、旭ケ丘公園、脇之島北公

園、滝呂公園、共栄公園、笠原運動公園 

条例別表第１に掲げる施設 

星ケ台競技場、星ケ台テニスコート、星ケ台運

動広場、市営球場、旭ケ丘運動広場、弓道

場、滝呂球場、脇之島テニスコート、共栄テニ

スコート、梅平運動広場 

無料公園施設 
【新設】条例別表第 1-2に掲げる施設 

多治見運動公園スケートボード場 


